
7

●桜木町デパート根岸線高架下移転案

桜
木
町
デ
パ
ー
ト
根
岸
線

高
架
下
移
転
案

桜
木
町
デ
パ
ー
ト
と
は
、
桜
川
沿
い
に
集

ま
っ
た
露
店
を
整
理
・
収
容
し
た
共
同
店
舗

で
あ
る
。

第
二
次
大
戦
後
、
食
料
を
は
じ
め
と
し
て

諸
物
資
が
不
足
し
て
い
る
な
か
、各
地
の「
ヤ

ミ
市
」
は
市
民
の
需
要
を
満
た
す
も
の
と
し

て
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
お
け
る

主
役
は
露
店
で
あ
っ
た
。
露
店
は
、
行
政
に

お
い
て
も
容
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
存
在
で
、

一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
秋
に
は
、
横
浜

市
の
勧
奨
に
よ
り
露
店
商
組
合
が
中
区
野
毛

に
マ
ー
ケ
ッ
ト
（
簡
易
店
舗
を
ま
と
め
た
も

の
）
を
設
置
し
、
ま
た
、
市
で
は
市
内
八
箇

所
を
露
店
の
指
定
地
域
と
し
、
道
路
の
使
用

を
認
め
て
い
た
（『
横
浜
市
史
II
』
第
二
巻
下
、

第
五
編
第
一
章
に
よ
る
。
以
下
、
昭
和
二
〇

年
代
に
つ
い
て
は
同
書
）。
特
に
野
毛
地
区

は
、
関
内
が
ア
メ
リ
カ
軍
に
接
収
さ
れ
た
た

め
も
あ
り
、
最
大
の
露
店
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
地

域
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
地
域
は
、
戦
前
か

ら
の
露
店
商
で
あ
る
肥
後
盛
造
（
飴
徳
二
代

目
）
が
取
り
仕
切
っ
て
い
た
。
肥
後
は
四
六

（
昭
和
二
一
）
年
、
横
浜
野
毛
商
業
協
同
組

合
を
組
織
し
、
道
路
の
使
用
許
可
を
得
て
、

簡
易
店
舗
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
造
り
貸
し
出
す

な
ど
を
行
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
一
九
四
〇
年
代
末
に
は
食
料
事

情
が
改
善
し
、
物
資
が
充
分
と
は
言
え
な
い

ま
で
も
出
回
り
始
め
る
と
、
簡
易
的
な
店
舗

に
よ
っ
て
道
路
を
占
拠
し
て
い
る
露
店
は
、

整
理
さ
れ
る
べ
き
存
在
と
考
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
。
中
区
野
毛
町
・
桜
木
町
駅

周
辺
に
お
い
て
も
、
露
店
の
整
理
が
同
時
期

に
問
題
と
な
っ
た
。
特
に
桜
川

沿
い
に
あ
っ
た
「
カ
ス
ト
リ
横

丁
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
露
店
の

整
理
は
急
務
と
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
は
、
一
九
四
七
（
昭
和
二

二
）
年
か
ら
始
ま
っ
た
桜
川
埋

立
の
障
害
と
な
る
か
ら
で
あ
っ

た
。桜

川
は
、
大
岡
川
の
大
江
橋

際
か
ら
高
島
町
ま
で
の
河
川
で
、

明
治
初
期
に
舟
運
の
た
め
に
整

備
さ
れ
た
。
し
か
し
、
大
正
時

代
に
お
け
る
河
口
付
近
の
流
路

変
更
な
ど
に
よ
り
、
そ
の
後
、

余
り
利
用
さ
れ
な
く
な
り
、
昭

和
一
〇
年
代
に
お
い
て
も
埋
立

が
議
論
さ
れ
て
い
た
（『
横
浜
貿
易
新
報
』
三

七
・
七
・
二
〇
）。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
四

六
（
昭
和
二
一
）
年
に
は
、
高
島
町
か
ら
桜

木
町
へ
の
道
路
拡
張
の
た
め
に
都
市
計
画
街

路
に
決
ま
り
、
翌
年
か
ら
埋
立
が
始
ま
り
、

四
八
（
昭
和
二
三
）
年
に
は
公
有
水
面
埋
立

の
認
可
を
受
け
て
、
本
格
的
に
工
事
が
始
ま

っ
た
。
こ
の
工
事
を
進
め
て
い
く
上
で
、
写

真
1
に
あ
る
よ
う
な
露
店
は
整
理
さ
れ
る
べ

き
存
在
と
な
っ
た
。

こ
の
桜
川
沿
い
の
露
店
整
理
は
、
先
の
肥

後
盛
造
と
の
交
渉
と
な
っ
た
。一
九
四
九（
昭

和
二
四
）
年
、
南
区
真
金
町
へ
の
移
転
が
市

か
ら
提
案
さ
れ
た
が
、
露
店
側
の
反
対
な
ど

に
よ
り
立
ち
消
え
と
な
っ
た
。
五
〇
（
昭
和

二
五
）
年
に
は
、
瓦
斯
橋
か
ら
緑
橋
の
約
三

〇
店
舗
、緑
橋
か
ら
錦
橋
ま
で
の
三
箇
所（
三

店
舗
程
ず
つ
）
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
移
転

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
が
、
こ
の
う
ち
、

移
転
に
応
じ
た
三
店
舗
が
、
市
と
の
交
渉
を

待
た
ず
に
移
転
対
象
と
な
っ
て
い
た
瓦
斯

橋
・
緑
橋
間
に
移
転
し
た
た
め
に
問
題
と
な

っ
た
（『
神
奈
川
新
聞
』
四
九
・
一
・
一
〇
）。

五
一
（
昭
和
二
六
）
年
に
は
、
横
浜
市
が
、

埋
立
が
完
了
し
て
い
た
中
区
役
所
横
の
土
地

へ
の
移
転
を
斡
旋
し
、
翌
年
一
月
、
肥
後
盛

造
よ
り
同
地
使
用
の
願
書
（「
誓
約
書
」）
が

提
出
さ
れ
た
。
肥
後
は
「
石
炭
ビ
ル
横
に
営

業
中
の
四
十
五
軒
並
に
緑
橋
〜
瓦
斯
橋
間
に

同
じ
く
営
業
中
の
業
者
全
部
を
収
容
す
る
こ

と
」
を
誓
約
し
、
市
で
は
、
二
月
に
花
咲
町

一
丁
目
二
二
番
地
と
し
て
長
さ
四
〇
間
・
幅

九
間
、
三
六
〇
坪
の
使
用
許
可
を
出
し
て
い

る
。
露
店
商
側
で
は
、
こ
の
地
に
コ
ン
ク
リ

ー
ト
・
ブ
ロ
ッ
ク
二
階
建
て
、
三
坪
ほ
ど
の

区
画
を
約
一
四
〇
が
造
ら
れ
た
、
建
坪
六
六

九
・
七
六
坪
の
共
同
店
舗
「
桜
木
町
デ
パ
ー

ト
」
を
計
画
し
、
同
年
八
月
起
工
式
が
行
わ

れ
、
翌
年
二
月
に
完
成
し
、
そ
の
後
、
入
居
・

営
業
が
開
始
さ
れ
た
。

し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
こ
の
敷
地
は
、

都
市
計
画
に
よ
る
道
路
予
定
地
で
あ
り
、
昭

和
三
〇
年
代
に
入
っ
て
経
済
が
急
成
長
し
交

通
渋
滞
が
激
化
す
る
と
、
野
毛
の
露
店
整
理

と
共
に
桜
木
町
デ
パ
ー
ト
の
移
転
が
問
題
と

な
っ
た
。
な
お
、
四
六
年
計
画
決
定
さ
れ
た

「
横
浜
桜
木
町
線
」
は
、
五
〇
（
昭
和
二
五
）

年
事
業
決
定
さ
れ
た
が
、
五
二
年
計
画
変
更
、

五
三
（
昭
和
二
八
）
年
に
は
国
道
分
の
「
高

島
山
下
線
」
と
、
桜
川
を
埋
立
て
桜
川
新
道

と
な
る
「
高
島
桜
木
町
線
」
に
計
画
変
更
、

事
業
変
更
さ
れ
た
。
こ
の
後
に
も
変
更
が
あ

っ
た
。

図1　野毛町・桜木町駅周辺略図

写真1　桜川沿いの露店（1950年代か）池田義夫家資料



8

� ●桜木町デパート根岸線高架下移転案

桜
木
町
駅
周
辺
開
発
計
画
審
議
会

野
毛
地
区
の
露
店
に
つ
い
て
は
、
地
元
商

店
に
よ
る
整
理
の
要
望
が
、
一
九
五
二
（
昭

和
二
七
）
年
頃
よ
り
起
こ
り
始
め
て
い
た
。

そ
の
後
、
五
六
年
に
伊
勢
佐
木
町
七
丁
目
の

市
有
地
、
ま
た
、
野
毛
町
三
丁
目
の
民
有
地

へ
の
移
転
交
渉
が
行
わ
れ
た
が
進
展
を
見
ず
、

五
七
（
昭
和
三
二
）
年
か
ら
本
格
的
に
露
店

整
理
の
運
動
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
（『
野
毛

商
店
街
の
露
店
整
理
に
関
す
る
記
録
』
第
一

輯
・
第
二
輯
、『
横
浜
市
史
II
』
第
三
巻
、

第
五
編
第
二
章
）。
五
九
（
昭
和
三
四
）
年
に

は
市
会
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
市
に

よ
る
代
替
地
の
斡
旋
も
行
わ
れ
た
が
、
予
定

地
が
別
に
売
ら
れ
る
な
ど
不
調
に
終
わ
っ
た
。

こ
の
時
期
、
桜
木
町
駅
周
辺
は
大
き
く
変

わ
ろ
う
と
し
て
い
た
。
戦
前
に
計
画
さ
れ
戦

争
に
よ
り
凍
結
さ
れ
た
桜
大
線
（
根
岸
線
）

が
、
一
九
五
〇
年
代
前
半
か
ら
の
陳
情
な
ど

に
よ
り
、
五
七
（
昭
和
三
二
）
年
鉄
道
建
設

審
議
会
に
お
い
て
着
工
が
決
定
さ
れ
た
。
鉄

道
が
延
伸
す
る
桜
木
町
駅
周
辺
で
は
、
繁
華

街
で
あ
る
伊
勢
佐
木
町
、
ま
た
、
京
急
日
ノ

出
町
駅
と
の
連
絡
な
ど
も
含
め
て
、
商
業
地

と
し
て
横
浜
の
玄
関
口
に
相
応
し
い
整
備
が

要
望
さ
れ
た
。
こ
の
な
か
で
は
、
商
業
施
設

が
相
応
し
い
場
所
に
あ
る
中
区
役
所
の
移
転

も
要
望
さ
れ
た
。
写
真
2
は
、
六
一
（
昭
和

三
六
）
年
、
大
江
橋
側
か
ら
見
た
桜
木
町
駅

方
面
で
あ
る
が
、
工
事
中
の
根
岸
線
の
後
方

に
あ
る
建
物
が
旧
中
区
役
所
で
あ
る
。
右
側

の
桜
木
町
駅
か
ら
道
路
を
挟
ん
で
直
ぐ
の
と

こ
ろ
に
あ
り
、
商
業
施
設
が
望
ま
れ
た
（
同

年
一
〇
月
に
移
転
）。

六
一
（
昭
和
三
六
）
年
三
月
、
横
浜
市
は
、

従
来
、
桜
木
町
デ
パ
ー
ト
の
場
所
を
道
路
の

区
域
決
定
を
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
区
域
決

定
し
告
示
し
た
。
同
年
六
月
、「
桜
木
町
駅
周

辺
開
発
委
員
会
」
が
近
く
作
ら
れ
る
と
報
じ

ら
れ
（
神
奈
川
六
一
・
六
・
二
五
）、
旧
中
区

役
所
の
活
用
や
桜
木
町
駅
民
衆
駅
計
画
な
ど

個
々
に
扱
う
の
で
は
な
く
、
周
辺
施
設
や
交

通
事
情
な
ど
を
検
討
し
、
地
下
道
や
交
通
網

の
再
編
な
ど
基
本
的
な
整
備
案
を
作
成
す
る

と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
「
国
鉄
桜
木
町
駅
周

辺
開
発
計
画
審
議
会
」
と
し
て
、
同
年
七
月

か
ら
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

第
一
回
で
は
交
通
環
境
が
取
り
上
げ
ら
れ
、

委
員
の
一
人
で
あ
る
助
役
か
ら
「
こ
こ
は
交

通
が
激
化
し
て
い
る
場
所
で
あ
り
桜
木
〔
町
〕

デ
パ
ー
ト
が
あ
る
の
で
折
角
の
道
路
（
高
島

・
山
下
線
）
が
生
き
て
こ
な
い
」
と
の
発
言

が
あ
っ
た
（
「
第
一
回
審
議
会
議
事
経
過
」
）
。

第
二
回
で
は
地
元
代
表
か
ら
、
天
災
の
避
難

場
所
と
し
て
、
中
区
役
所
跡
地
は
建
物
を
取

り
除
い
て
広
場
に
す
る
、
桜
木
町
デ
パ
ー
ト

等
も
合
わ
せ
て
一
括
し
て
広
場
に
で
き
た
ら

助
か
る
と
の
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

野
毛
の
道
路
に
つ
い
て
は
「
露
店
が
通
行
の

妨
げ
に
な
っ
て
い
る
の
で
露
店
の
整
備
と
い

う
こ
と
を
常
に
痛
感
し
て
い
る
」
と
の
発
言

が
あ
っ
た
（
「
第
二
回
審
議
会
議
事
経
過
」
）
。

こ
の
第
二
回
審
議
会
に
お
い
て
、
中
区
選
出

の
市
議
の
一
人
か
ら
、
桜
木
町
デ
パ
ー
ト
と

野
毛
の
露
店
の
移
転
先
と
し
て
、
根
岸
線
の

高
架
下
に
入
れ
る
計
画
は
な
い
か
と
の
質
問

が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
市
計
画

部
長
か
ら
は
「
駐
車
場
専
門
部
会
で
検
討
中

で
あ
る
が
、
で
き
る
だ
け
多
く
駐
車
場
に
し

た
い
と
考
え
て
い
る
」
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
小
委
員
会
で
検
討
さ
れ
意
見
書

が
作
成
さ
れ
、
一
九
六
一
年
一
〇
月
二
五
日

に
審
議
会
答
申
が
作
成
さ
れ
た
。
答
申
で
は
、

駅
前
広
場
を
拡
大
す
る
方
策
を
講
ず
る
こ
と
、

交
通
緩
和
等
の
た
め
桜
木
町
デ
パ
ー
ト
・
新

道
沿
い
の
グ
リ
ー
ン
ベ
ル
ト
は
撤
去
、
旧
中

区
役
所
の
建
物
は
一
部
切
り
取
り
を
考
慮

（
全
面
的
撤
去
は
必
要
と
し
な
い
）、
地
下
道

の
新
設
、
計
画
中
の
高
速
道
路
と
は
別
に
、

新
た
に
海
側
に
高
速
道
路
の
建
設
を
考
慮
す

る
と
さ
れ
た
。

根
岸
線
高
架
下
移
転
案

こ
の
審
議
会
の
答
申
を
受
け
て
、
桜
木
町

デ
パ
ー
ト
、
並
び
に
隣
接
す
る
一
一
店
舗
と
、

翌
六
二
（
昭
和
三
七
）
年
か
ら
移
転
交
渉
が

始
ま
っ
た
。
ま
た
、
野
毛
の
露
店
と
は
、
前

述
の
よ
う
に
移
転
の
交
渉
が
続
け
ら
れ
て
い

た
。
こ
の
時
期
に
移
転
対
象
と
な
っ
た
も
の

は
、
野
毛
露
店
八
〇
、
デ
パ
ー
ト
一
三
八
、

隣
接
一
一
、
国
鉄
用
地
内
四
の
合
計
二
三
三

軒
で
あ
っ
た
。

同
年
五
月
、
露
店
・
デ
パ
ー
ト
・
隣
接
店

へ
高
架
下
へ
の
移
転
案
が
提
示
さ
れ
た
。
場

所
は
、
柳
橋
〜
吉
田
橋
の
間
が
示
さ
れ
た
。

一
一
日
の
デ
パ
ー
ト
と
の
交
渉
で
は
、
市
助

役
は
「
中
が
１
１
米
あ
っ
て
、
真
中
に
３
ｍ

の
道
路
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
計
画
」
で
「
吉

田
橋
に
上
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
、
即
ち
浅
草
の

仲
店
の
よ
う
に
し
た
い
」
と
述
べ
て
い
る

（「
桜
木
デ
パ
ー
ト
移
転
問
題
折
衝
（
第
１

写真2　大江橋側から見た旧中区役所（1961年11月）
広報課写真資料

図2　桜木町デパート・中区役所位置略図
文書の略図より作成。縮尺・建物の平面等は正確ではない。
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回
）
概
要
」）。
桁
下
は
、
図
3
の
破
線
に
あ

る
よ
う
に
二
層
の
予
定
で
あ
っ
た
。
こ
の
交

渉
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
出
た
が
、
デ
パ

ー
ト
側
は
、
現
在
の
一
区
画
三
坪
よ
り
狭
け

れ
ば
問
題
に
な
ら
ず
、
よ
り
広
く
す
る
こ
と

や
、
桜
木
町
駅
か
ら
の
地
下
道
に
よ
る
導
線

を
求
め
、
も
し
、
他
に
適
地
が
あ
れ
ば
「
然

る
べ
き
建
物
を
も
ら
っ
た
方
が
良
い
」
と
、

適
当
な
繁
華
街
で
あ
れ
ば
現
在
の
面
積
よ
り

狭
く
て
も
良
い
と
答
え
て
い
る
。
そ
の
後
の

市
内
部
の
打
合
せ
で
は
、「
桜
木
デ
パ
ー
ト
の

店
子
は
テ
キ
ヤ
の
人
は
い
な
い
。〔
略
〕従
っ
て
、

親
分
─
子
分
の
関
係
で
ピ
シ
ャ
リ
と
は
で
き

な
い
」
と
さ
れ
て
お
り
、
野
毛
の
露
店
よ
り

交
渉
が
困
難
と
思
わ
れ
て
い
る
。

二
三
日
に
は
、
野
毛
の
露
店
と
交
渉
が
行

わ
れ
た
（「
野
毛
露
天
商
側
と
の
交
渉
に
つ
い

て
」）。
露
天
商
側
は
、「
原
則
的
に
は
同
意
す

る
が
、
そ
の
場
所
に
つ
い
て
は
当
初
よ
り
吉

田
橋
か
ら
羽
衣
橋
側
を
希
望
」
し
、
現
在
の

案
で
あ
れ
ば
、
羽
衣
橋
側
の
利
用
方
法
に
つ

い
て
聞
か
な
い
と
了
承
で
き
な
い
、
ま
た
、

面
積
は
現
在
と
同
じ
で
あ
れ
ば
了
解
で
き
な

い
と
し
た
。
露
店
側
で
は
、
移
転
す
る
場
合
、

露
店
形
式
で
は
な
く
近
代
的
な
店
舗
と
す
る

考
え
で
あ
っ
た
。
二
七
日
の
二
度
目
の
交
渉

で
は
、
面
積
は
一
店
四
坪
で
一
四
二
軒
分
五

六
八
坪
と
そ
の
他
事
務
所
な
ど
を
含
め
て
六

〇
八
坪
を
希
望
し
、
長
さ
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、

中
央
通
路
は
三
メ
ー
ル
は
必
要
と
し
た（「
野

毛
露
店
商
側
と
の
第
２
次
交
渉
に
つ
い
て
」）。

こ
の
出
店
数
は
、
別
の
資
料
に
よ
る
と
賦
課

金
を
納
め
て
い
る
数
で
、
実
際
の
露
店
は
八

〇
前
後
で
あ
っ
た
。

デ
パ
ー
ト
隣
接
一
一
軒
は
、
そ
れ
ぞ
れ
事

情
が
異
な
っ
た
が
、
対
策
協
議
会
を
組
織
し

て
交
渉
を
一
本
化
し
た
。
第
二
回
の
交
渉
に

お
い
て
は
、
現
在
の
場
所
に
移
転
し
た
理
由

は
「
交
通
広
場
用
地
」
で
あ
っ
た
の
で
、
計

画
の
な
か
で
「
必
要
が
な
い
と
す
れ
ば
買
い

戻
し
た
い
」
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
（「
桜
木

デ
パ
ー
ト
隣
接
家
屋
移
転
問
題
第
２
次
交
渉

に
つ
い
て
」）。

桜
木
町
デ
パ
ー
ト
側
で
は
、
六
月
に
入
り
、

高
架
下
利
用
を
調
べ
る
た
め
に
、
代
表
者
一

〇
人
が
御
徒
町
駅
付
近
を
視
察
し
て
い
る
。

こ
の
直
後
の
一
四
日
に
、
再
び
交
渉
が
行
わ

れ
た
（「
桜
木
デ
パ
ー
ト
と
の
交
渉
に
つ
い

て
」）。
デ
パ
ー
ト
側
の
御
徒
町
の
感
想
は
、

「
奇
麗
だ
が
穴
倉
み
た
い
で
商
売
に
な
ら
な

い
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
同
日
の
交
渉

で
は
、
デ
パ
ー
ト
側
は
一
区
画
五
坪
を
希
望
、

ま
た
「
最
初
区
役
所
と
い
う
話
が
出
た
が
、

ガ
ー
ド
下
よ
り
も
区
役
所
の
方
が
良
い
と
思

う
よ
う
に
な
っ
た
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
三
者
は
そ
れ
ぞ
れ
事
情
と

思
惑
が
違
い
、
要
求
も
異
な
っ
て
い
た
。
野

毛
の
露
店
は
要
求
坪
数
等
が
多
く
、
市
で
は
、

現
在
の
と
こ
ろ
論
外
で
歩
み
寄
り
を
待
つ
よ

り
他
に
な
い
と
し
、
デ
パ
ー
ト
は
高
架
下
に

入
る
意
思
が
全
く
な
く
、
隣
接
一
一
軒
だ
け

は
条
件
付
で
高
架
下
に
入
る
こ
と
を
了
承
し

て
い
た
。
し
か
し
、
一
一
軒
だ
け
を
高
架
下

に
先
行
し
て
入
居
さ
せ
る
こ
と
は
、
高
架
下

利
用
計
画
・
街
づ
く
り
と
し
て
の
景
観
等
か

ら
も
疑
問
で
あ
る
と
し
た
。
一
一
軒
に
つ
い

て
は
、
代
替
地
や
補
償
金
な
ど
の
第
二
、
第

三
の
案
も
模
索
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
桜
木

町
デ
パ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
高
架
下
案
の
前

に
考
え
ら
れ
て
い
た
、
旧
中
区
役
所
を
代
替

建
物
と
す
る
案
が
再
び
浮
上
し
た
（「
桜
木
デ

パ
ー
ト
の
移
転
に
つ
い
て
」）。
同
年
一
〇
月

に
は
、「
移
転
先
と
し
て
旧
中
区
庁
舎
を
要

望
」
し
、
移
転
に
際
し
て
は
市
が
デ
パ
ー
ト

側
の
設
計
に
よ
り
改
装
を
行
う
な
ど
の
希
望

を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
後
、
市
に
お
い
て
も

旧
中
区
役
所
へ
の
移
転
を
了
承
し
た
。
野
毛

の
露
店
に
つ
い
て
は
、
交
渉
が
ま
と
ま
ら
ず
、

再
三
、
露
店
整
理
の
要
望
を
出
し
て
い
た
地

元
商
店
街
で
は
、
行
政
訴
訟
を
計
画
す
る
ま

で
と
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
翌
一
九
六
三
（
昭
和
三
八
）
年

四
月
、
半
井
清
市
長
か
ら
飛
鳥
田
一
雄
市
長

へ
替
わ
る
と
、
方
針
転
換
に
よ
り
新
た
な
方

向
へ
と
動
き
出
し
た
。
野
毛
の
露
店
は
交
渉

の
結
果
、
同
年
末
に
は
都
橋
際
に
共
同
店
舗

を
建
築
し
、
そ
こ
に
移
転
す
る
こ
と
に
同
意

し
た
。
翌
六
四
年
一
一
月
、
野
毛
都
橋
商
店

街
ビ
ル
と
し
て
開
業
し
た
。
一
方
、
桜
木
町

デ
パ
ー
ト
が
希
望
し
て
い
た
旧
中
区
役
所
は
、

将
来
は
撤
去
す
る
予
定
で
、
そ
れ
ま
で
は
市

民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
決

ま
り
、
移
転
は
取
り
や
め
と
な
っ
た
。
そ
の

後
、
高
速
道
路
や
地
下
鉄
工
事
の
た
め
に
、

デ
パ
ー
ト
の
撤
去
が
重
要
な
問
題
と
な
り
、

六
九
（
昭
和
四
四
）
年
に
は
、
そ
れ
ま
で
許

可
し
て
き
た
土
地
使
用
の
申
請
を
不
許
可
と

し
、
移
転
の
交
渉
に
当
た
っ
た
。
最
終
的
に

は
七
一
（
昭
和
四
六
）
年
に
一
部
を
除
き
補

償
金
に
よ
る
移
転
に
同
意
し
、
他
も
訴
訟
に

よ
り
翌
七
二
年
に
退
去
し
取
り
壊
さ
れ
た
。
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